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事  情  説  明  書 （家事調停） 
 

この書面は，本件調停に関する事項について，事前に事情等をお尋ねするものです。下記の事項に

回答し，末尾に署名・押印をして，ご提出ください。 
 

 
 

令和   年   月   日     申立人            

① 
紛 
争 
の 
経 
過 
と 
現 
状 
・ 
希 
望 
等 

 紛争のいきさつ等について具体的に記入してください。 

□ 申立書記載のとおり                                                                                     

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

                                      

                                      

                                      

                                      

                                                                                  

考えている解決策や希望等があれば記入してください。 

                                                                                        

                                                                                        

                                      

                                      

                                      

                                      

  

 ② 
相 
手 
方 
と 協 
の 議 
  等 

(1) 申立ての前に相手方と協議しましたか。 

□した→そのとき相手方は（□冷静だった □興奮していた □はっきりしない態度だった） 

□していない→なぜなら（□相手方が応じなかった □申立人が協議を申し入れなかった） 

(2) 相手方は調停に出席すると思いますか。 

□おそらく出席すると思う □出席しないと思う □分からない 

 
 
 
③ 
そ 
の 
他 
参 
考 
事 
項 
 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 【注意】  この書面は，相手方から閲覧又は謄写の申請があれば許可されることがあります。 


